
ご登録までの流れ

補償対象者となる方が新型コロナ感染症と診断された場合

補償期間

対象商品ご購入でもれなく付いてくる

新型コロナウイルス感染症による入院又は自宅療養で

日額 円 最大 日間補償
入院保険金として最大 万円補償（上記の場合）

ウェブストアも可

電動リクライニング
ベッドをご購入

店頭QRコードまたは
アンネルベッドホームページより

特設サイトにアクセス

FAXまたは
申込みフォームでご登録

FAX

OR 送 信

082-255-5077

■ご返送頂く書類
①保険金請求書②治療状況記入書（①②とも保険会社から送付されます）
③医療機関が発行する診断書、あるいは新型コロナウイルス感染症に罹患した事実が確認できる書類

保健所等が発行する「就業制限通知書」「宿泊療養証明書」「宿泊・自宅療養証明書」等

登録済の被保険者の方が、所定の期間内に特定感染症と診断され、入院することになった場合、下記連絡先までご一報ください。

ステップ１でご指定のご住所に保険金請求に必要な書類が送られます。必要事項を記入の上、所定の書類とともにご返送下さい。

株式会社ライフパートナーズ（東京海上日動代理店）受付時間 / 平日9︓00～17︓00   担当 / 貞徳 信治
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(補償開始より10日間)
免責期間中は

補償対象外となります

６か月間免責期間

補償対象期間

※補償終了日時は補償開始日より６か月後の午後４時に終了されます。例)6/10　午前0時に補償開始した場合、12/10　午後4時に補償終了とします。
※メディカルアシストお問い合わせ先︓0120-708-110

365日24時間医療相談が出来るメディカルアシスト
サービス対象期間

ご購入日から 以内にご登録下さいか月


